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１ 施設の設置目的・運営方針 

竜洋昆虫自然観察公園は、市民生活に潤いを与えることを目的に設置され、環境保全やレクリエーション、

防災、都市景観の形成などの機能を担っている。 

竜洋昆虫自然観察公園を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

(1) 磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例、規則及び磐田市都市公園条例、規則等を遵守し業務を遂行すること。 

(2) 施設、附帯設備及び備品等を常に善良な管理者の注意をもって管理に努めることともに、施設の有する

機能性能を適正に維持すること。 

(3) 公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこと。 

(4) 地域住民や利用者の意見・要望等を管理運営に反映させ、利用者のサービスの向上に努めるとともに、

施設の利用促進を図ること。 

(5) 効率的・効果的な運営を行い、経費の削減に努めること。 

(6) ごみの削減、省エネルギー等、環境に配慮した運営を行うこと。 

(7) 近隣住民、近隣施設、その他関係事業者と良好な関係を維持すること。 

(8) 災害時、緊急時、事故時に備えた危機管理・安全管理を徹底すること。 

(9) 個人情報の保護を徹底すること。 

２ 施設等の概要 

(1) 施設名称 竜洋昆虫自然観察公園 

(2) 所 在 地 大中瀬320番地1 

(3) 設置年月 平成１０年６月１日 

(4) 施設等の概要 

面積   29,119㎡ 

   主な施設 教養施設（自然生態園） 

休憩施設（四阿） 

便益施設（屋外トイレ、駐車場） 

管理施設（管理舎、外柵等） 

修景施設（植栽、流れ、池、芝生広場） 

遊戯施設（複合遊具） 

(5) 災害発生時の使用内容 

竜洋昆虫自然観察公園は指定避難所等には指定されていないが、災害発生時に市から避難施設等と

して使用要請があった場合は、施設の安全確認後、使用可能な場合は協力すること。 

３ 指定管理業務の内容 

(1) 指定管理者が直接行う業務 

① 施設の運営に関すること。 

ア 磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例（以下「条例」という。）第6条に規定する次の業務とする。 

(ｱ) 条例第３条に掲げる事業の実施に関する業務 

(ｲ) 昆虫公園の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(ｳ) その他昆虫公園の管理上、市長が必要と認める業務  

イ 利用料金・使用料金に関すること。 

竜洋昆虫自然観察公園については地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金を次のとおり

採用する。指定管理者は、利用料金を自らの収入として収受し、施設の管理運営に要する経費に充
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てるものとする。 

 なお、指定管理者は、利用者の求めに応じて領収書を発行する。 

(ｱ) 利用料金の設定 

利用料金の額は、磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例で定めた利用料を上限とする範囲内で市長

の承認を受けて指定管理者が設定すること。 

指定管理者は、市長の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表するものとする。 

※消費税及び地方消費税は、利用料金の内税として扱うものとする。 

(ｲ) 利用料金の減免・還付 

利用料金については、あらかじめ、市長の承認を得て定めた基準により減免又は還付を行なう

ことができる。なお、磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例及び規則等で規定する減免の対象者によ

る利用については、公益上その他特別の理由があるものとして、利用料金を減額し、又は免除す

ること。利用料金収入の減収分については、市が支払う委託料に含まれているものとして、別途

補填は行わない。 

(ｳ) 利用料金の見直し 

市では、必要に応じて利用料金の見直しを行う場合がある。条例で定める利用料金の額に変更

が生じた場合は、指定管理料の変更等について、協議し、決定するものとします。 

ウ 施設利用に関することついて 

(ｱ) 施設利用の受付業務 

      ・窓口での受付時間は午前９時から午後５時までとする。 

       ※ただし、休館(休場)日は除く。 

(ｲ) 利用者等からの苦情に対して誠意をもって対応する。また指定管理者のみでは対応できない場

合は、市に連絡し対応すること。 

(ｳ) 受付業務には十分な人員を配置するとともに、利用者に親切丁寧な対応をすること。 

(ｴ) 館内外の清掃 

・館内外の日常清掃を実施し、利用者が快適に利用できるよう清潔に保つこと。 

・日常清掃で行なえない部分については、専門業者による特別清掃(館内外)を実施すること。 

(ｵ) 閉館(閉場)中の警備に関しては、施錠するとともに警備会社への委託により夜間や休館日の安

全を確保すること。 

(ｶ) 施設利用に関して、施設利用者と事前打合せが必要な場合は、これを行なうこと。 

(ｷ) 事故防止のため、利用者に施設の使用方法や備品の取扱い説明を必ず行なうこと。 

(ｸ) 遺失物・拾得物の処置・保管業務 

区域内で遺失物・拾得物を発見した場合は、適正に保管・処理すること。 

(ｹ) ホームレスへの対応 

ホームレスが起居の場所として使用し、一般の公園利用者の適正な利用が妨げられている場

合は、市と協力して必要な措置をとること 

    エ 施設利用の案内に関すること。 

(ｱ) 利用の手引等を作成し、利用者の問い合わせや相談に対応すること。 

(ｲ) 催し物（イベント）案内の編集・発行・配布 

(ｳ) 電話による問い合わせや施設見学等への対応 

(ｴ) ホームページの作成・管理 

(ｵ) SNSを活用した情報発信 
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   ② 公園施設の維持管理に関する業務 

公園利用者が安全・安心・快適かつ楽しく公園を利用できるよう常に適正な状態に維持すること。 

維持管理に当たっては、年間作業計画を作成し、業務を行うものとする。また、常に巡視、点検を実施

し、利用者の安全に万全を期さなければならない。 

なお、景観や衛生において良好な状態を保つことができない恐れがある場合や管理運営に支障がある場

合は、この仕様書の記載の有無に関わらず、指定管理者は良好な状態を保つために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

ア 施設の維持管理 

    公園利用者が、安全かつ快適に利用できるよう、常に各施設を巡視し、破損箇所の1件あたりの金

額が50万円以下の小規模な修繕及び交換、補充を適切に行うこと。 

(ｱ) 遊具施設については、点検を行い、遊具の安全を確保するとともに、安全管理について特に留

意すること。 

(ｲ) 電気施設、機械施設については、適宜点検を行い法律の定めるところにより保守点検を随時行

うこと。また、照明灯の球切れについても速やかに交換すること。 

(ｳ) 水遊びや水流れの施設については、安全管理及び水質管理に特に留意すること。 

(ｴ) 砂場については、安全管理及び衛生管理に特に留意すること。 

イ 園地広場等 

     園地広場における各施設については、次の業務を行うこと。 

(ｱ) 日常的に園地及び施設の巡視点検、ゴミ拾い等の清掃を行うこと。 

(ｲ) 落葉時期は、施設周辺を中心に日常的に清掃を行うこと。 

(ｳ) 低木の刈り込みを適宜に行うこと。 

(ｴ) 植栽地における病害虫の発生状況を常に点検し初期防除に努めること。また、薬剤散布の必要が

生じた場合は、農薬による周囲への健康被害を及ぼすことのないよう最大限の配慮をすること。 

(ｵ) 必要に応じて、枯損木、枯れ枝、支障木は除去すること。 

(ｶ) 電気機械施設の故障等については、その故障程度が著しい場合は市に報告すること。 

ウ 園内トイレ 

   園内のトイレについては、日常的に点検及び便器等の衛生機器の清掃を行うこと。 

エ 植物管理 

   植物の特性にあった年間作業計画を作成し、常に良好な状態を維持すること。 

また、植栽地の管理にあたっては、公園利用者の安全を確保しつつ、病害虫防除や施肥の実施、花木

等は開花期や剪定時期に注意し最も適切な時期や方法を選び管理すること。 

(ｱ) 芝生・草地管理 

     ・芝刈り・草刈は、適宜実施し、利用に支障のないようにすること。 

          ・施肥、散水、エアレーション等の作業は、状況を見ながら必要に応じ適宜行う。 

     ・花壇管理は、地拵えや球根、苗の植え付け、潅水、花穀摘み、施肥、病害虫防除及び除草等を適

宜行うこと。 

(ｲ) 樹木管理 

     ・必要に応じ、整枝・剪定を行うこと。 

     ・枯れ枝、危険木については、常に園内を巡視し危険がないよう処理すること。 

     ・防除作業は必要最小限にとどめ、利用者、散布者に影響のないように留意すること。 

   オ 施設の管理業務日誌を作成すること。 
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    カ 施設の使用前後の開閉錠及び点検を行なうこと。 

    キ 駐車場・駐輪場の適正な管理を行なうこと。 

    ク 管理用品及び消耗品等を購入すること。 

    ケ 施設に異常が発生した場合には、直ちに市に連絡するとともに、対応について協議すること。 

    コ 緊急時に対応するため、連絡網整備、事故発生時の応急対策及び日常の安全管理意識の高揚・知識

向上のための研修等の実施等を含む業務安全管理計画を整備すること。 

③ 備品の管理に関すること。 

ア 備品の管理については管理責任者を選任するとともに、年一回「備品点検」(毎年 4 月)を実施し、

報告書(点検表・配置図)を作成して市へ報告すること。 

イ 備品の配置換えや廃棄が必要になった場合は、市と協議すること。 

ウ 備品の施設外への貸出しもあるため、「備品貸出簿」を作成し、管理を徹底すること。 

エ 自動車の損害賠償保険については、指定管理者の責任と経費負担で加入すること。 

※備品は市で使用する場合がある。 

※1件あたり50万円以下の備品修理は指定管理者の責任と経費負担で行なうものとし、1件あたり

50万円を超えるものについては、市の責任の経費負担において実施する。 

(2) 施設の維持保全に関する業務 

①業務別内容 

業務種別 内 容 仕様 

緑地管理 緑地点検（園内を見回り、作業の必要性と優先順位を決める） ２回／月 

樹木点検（園内の樹木の生長度合、ＣＯ2の吸収状況を確認） １回／年 

刈払機除草（昆虫の発生と来園者の観察を考慮して行う） ５回／年 

芝刈（４～10月 駐車場と園路沿いを乗用芝刈り機で行う） ２回／月 

樹木の剪定（生長し過ぎた枝や通路に出た枝などを除去する） ２回／年 

低木刈込（ツツジやトベラなど園路沿いの植え込みを整える） １回／年 

水辺環境の整備（トンボ・ホタルの発生を考慮し実施する） ２回／年 

ホダ木等の搬入（カブトムシ・クワガタムシの成育環境整備） ５回／年 

学校ゾーンの野菜・草花の管理 随時 

バタフライガーデンの草花の管理 随時 

園内の草取り（４～10月） ２回／月 

清掃業務 日常清掃（館内・玄関・野外トイレなど） ６回／週 

屋外テーブル・ベンチ（雨天時は除く） ６回／週 

野外園路 ２回／週 

水中観察窓 ２回／週 

空調フィルター清掃（冷暖房の切替時に行う） ２回／年 

特別清掃（清掃・ワックス塗布 館内～地下道ﾄﾞｰﾑ） ２回／年 

飼育生体管理 展示している昆虫類の餌やりや水槽内の清掃 随時 

バックヤードでの昆虫類の累代飼育 随時 

設備保守 空調設備保守点検（冷暖房切替） ２回／年 

エレベーター保守点検 １回／年 
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遊具点検（目視・聴視・触診による保守点検及び保守作業） ２回／年 

消防設備保守点検 ２回／年 

警報装置点検 １回／年 

電気施設点検 ６回／年 

自動ドア点検 ２回／年 

② 上記業務を第三者に委託する場合は、次の事務を適正に行なう。 

ア 業務を第三者へ委託する場合は、あらかじめ市の承認を得ること。 

イ 委託先を明確にするため必ず契約書を作成する。なお、契約締結後は契約書の写しを市の所管

課へ提出すること。 

ウ 第三者に委託した業務について、当該第三者から他の者に委託させてはならない。 

エ 第三者に業務を委託した場合は、全て指定管理者の責任において行い、当該第三者の責めに帰

すべき事由により生じた損害は指定管理者の責めに帰する。 

オ 作業日程や方法について委託先と協議し、業務の内容を把握すること。 

カ 点検結果等の報告書により設備等に不備があった場合には、直ちに市に報告するとともに、速

やかに対応すること。 

(3) 利用者調査等の実施 

指定管理者は、施設の効率的な管理運営や市民サービス向上のため「利用者アンケート調査」を毎年

実施し、利用者の意見・ニーズを集約し、事業報告書で市に報告するものとする。 

アンケートの時期：毎年４月から12月末まで（年１回） 

※市で毎年行なう「利用者アンケート」とは別の内容であり、指定管理者の独自のアンケートとする。 

(4) 業務報告（例月報告） 

指定管理者は、毎月、次の事項について「業務報告書」を作成し、その翌月の10日までに市に提出す

るものとする。 

①利用実績（利用件数・利用人数・利用料金等・減免額等） 

②修繕等実施状況の報告 

③施設点検の実施状況 

④施設敷地内の管理状況 

⑤自主事業の実施状況 

⑥その他報告事項 

 (5) 事業報告（年度報告） 

指定管理者は、毎年度、次の事項について「事業報告書」を作成し、年度終了後30日以内に市に提出

し、確認を得るものとする。また、年度途中において、市が指定を取り消した場合は、指定が取り消され

た日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市に提出するものとする。 

①年間利用実績（利用件数・利用人数・利用料金等・減免額等） 

②年間修繕等の実績報告 

③委託（再委託）業務の実績報告 

④自主事業の実施状況 

⑤特筆すべきサービス内容 

⑥収支報告書（備考欄には、具体的に詳細を記載すること） 

⑦その他報告事項 
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  (6) 年度別事業計画書等の作成 

毎年10月末までに「次年度事業計画書（案）」を作成し、市に提出するものとする。なお、作成に当

たっては、市と調整を図るものとする。また、指定管理者は、申請時に提案された事業計画を基本とし

て、毎年度市が指定する期日までに次の事項について「事業計画書」及び「収支予算書」を作成し、市

に提出し、確認を得るものとする。 

①管理運営執行体制(組織図、各責任者、従業員配置表、従業員配置ローテーション表等) 

②自主事業計画書 

③修繕計画書 

④委託（再委託）業務の計画書 

⑤収支計画書（備考欄には、具体的に詳細を記載すること） 

⑥サービス向上のための計画 

⑦施設の利用促進に向けた計画 

※内容に変更が生じた場合、速やかに報告すること。 

(7) その他指定管理者が行なわなければならない業務 

   その他竜洋昆虫自然観察公園の管理に関し必要と認める一切の業務 

４ 自主事業 

「自主事業」とは、施設の設置目的に沿って指定管理者が独自に企画し、行う事業である。指定管理者は

施設の設置目的を効果的に達成し、利用者サービスの向上を図る観点から、次の事項に留意し、その内容を

事業計画書により提案するものとする。なお、実施にあたっては事前に市の承認を必要とする。さらに、室

内に自動販売機の設置をする場合は(1)に関する事項についても留意すること。 

また、指定管理者に選定された団体から、応募時に提案された事業について、全てが実施できるとは限ら

ないので、注意すること。 

① 自主事業の実施により収入を得た場合、その収入は指定管理者の収入とし、自主事業の実施に要する

経費は、指定管理者の負担とし、市が支払う委託料には含まれない。 

② 自主事業の実施の可否は、施設の設置目的に照らして判断するが、設置目的を踏まえてふさわしくな

いと判断される事業の場合は、実施を承認しない場合がある。 

③ 自主事業が本来業務（指定管理業務）に支障を与えていると判断される場合は、自主事業の改善、中

止等を命じる場合がある。 

④ 実施時期や時間は施設を有効に活用するため、既存利用者とのバランスを考慮して計画すること。 

(1) 施設内の自動販売機 

指定管理者が、施設内に自動販売機を設置する場合は、市に対して公園施設設置許可の申請をし、事前

に協議し、承認を得てから実施するものとする。なお、設置等に当たっては、公園施設設置使用料とし

て、別途使用料を市に支払うこと。光熱水費相当額については、委託料に含まれていないので、指定管理

者の負担で電気事業者等に支払うこと。 

また、指定管理者以外の者が使用する場合も同様に、光熱水費は指定管理者が電気事業者等に一括して

支払い、後に使用者から使用量に応じて徴収すること。 

なお、現在、磐田原総合開発株式会社が設置している自動販売機については、市は引き続き同社に使用

許可をし、同社は、指定管理者に対し電気料を支払うものとする。ただし、電気使用量別メーターを設置

できる場合を除く。 
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５ 管理の基準等 

(1) 開館時間、休館日 

① 開館時間 

午前９時から午後５時まで 

② 休館日 

ア 毎週木曜日（７月21日から８月31日までの日を除く） 

イ 12月28日から翌年１月３日までの日 

③ 開館時間及び休館日の変更 

市が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者が必要と認めたときで、あらかじめ市の承認を受け

たときは、臨時に開館時間及び休館日を変更することができる。 

④ 休館日の変更、開館時間の変更に関する提案について 

あらかじめ市の承認を受けることにより、休館日の削減、開館時間の延長等、条例を上回る基準で当該

施設を管理することが可能であるため、利用者サービスを図る観点からその内容を事業提案書により提

案すること。 

(2) 使用許可等の基準 

① 磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例、規則及び磐田市都市公園条例、規則によるものとする。 

② 指定管理者は、これらの基準と標準処理期間を磐田市行政手続条例の規定により、当該施設において公

表することとします。 

③ 優先利用に関する基準は、市と協議するものとする。 

(3) 遵守すべき法令 

竜洋昆虫自然観察公園の管理運営業務を行うにあたっては、次の各号に掲げる法令等その他公園の管理

運営を行う上で必要な法令等を遵守するものとする。 

なお、指定期間中に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

① 地方自治法、同施行令及び同施行規則ほか行政関係法令 

② 個人情報の保護に関する法律 

③ 建築基準法、消防法、電気事業法その他の建物及び設備の管理に関する法令等 

④ 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の労働条件に関する法令等 

⑤ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び障害者の雇用の促進等に関する法律 

⑥ 磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例及び同規則 

⑦ 磐田市都市公園条例及び同規則 

⑧ 磐田市個人情報保護条例及び同施行規則 

⑨ 磐田市情報公開条例及び同施行規則 

⑩ 磐田市行政手続条例及び同施行規則 

⑪ 磐田市暴力団排除条例及び同施行規則 

⑫ その他管理運営に適用される法令等 

(4) 個人情報の取扱い 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、「個人情報取扱特記事項」に従

い、その取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び棄損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個

人情報を保護するために必要な措置を講じるものとする。 

(5) 文書の管理及び保存 

指定管理者が指定管理業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、市の文書事務に関する諸規定に基づ

いて、別途「文書等管理規程」を定め、適正に管理・保存することとする。また、指定期間終了時には、
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市の指示に従うものとする。 

(6) 情報公開 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書等で指定管理者が管理しているも

のの公開については、別途「情報公開規程」を定め、適正な情報公開に努めること。 

※市は必要に応じて指定管理者に公開を求めることができることとする。 

 (7) 責任分担と損害賠償 

① リスク分担 

管理運営業務を行うにあたり、想定されるリスクの分担については、別添「リスク分担表」のとおり

とする。 

また、リスク分担表に定める事項で疑義がある場合又はリスク分担表に定める事項以外の不測のリス

クが生じた場合は、協議の上リスク分担を決定するものとする。 

② 損害賠償請求等への対応 

指定管理者の責に帰すべき事由により、施設及び設備等が使用に耐えなくなった場合、あるいは指定

管理者の責に帰すべき事由により、利用者等に被害が及んだ場合は、その損害の全部又は一部について

賠償するものとする。このため、指定管理者は、あらかじめ管理運営業務に関する危険負担の軽減のた

め、指定管理者の負担で必要な保険に加入するなど、必要な措置を講じること。 

なお、火災保険は市において「建物総合損害共済(全国市有物件災害共済会)」に加入する。 

<現在市が加入している保険の概要> 

ア 建物総合損害共済(全国市有物件災害共済会) 

イ 市民総合賠償保険(全国市長会) 

  賠償責任保険 

  身体賠償 1人につき1億円、1事故につき10億円 

  財物賠償 1事故につき2,000万円 

６ 管理体制（組織） 

(1) 資格及び人員等 

 各施設を安全かつ安定して管理運営するために必要な人数の常勤職員及び非常勤職員を配置するもの

とする。 

① 施設の管理運営を行うにあたり、適切な数の人員を配置すること。また、人員のうち管理運営業務

に専従し管理運営の責任を負うものとして、施設長を選任すること。 

② 人員のうちに甲種防火管理者を置くこと。 

③ 設備等管理業務を行なうため、知識及び豊富な経験・技能を有する技術者を配置すること。 

④ 管理運営に従事する職員は、常に清潔な服装を心がけ、利用者が施設の職員とわかるよう名札着用

すること。 

⑤ 本業務にあたる職員の名簿を作成し、事業計画書に明示し市へ提出すること。 

(2) 非常時の体制 

① 施設内で火気を使用しないように利用者に注意すること。 

② 指定管理者は、防災、防犯及び事故等の予防のため、あらかじめ具体的計画を記載したマニュアル

を作成するなど、防災等の体制を整えること。また、防火管理者を選任し、消防計画を作成して所

轄消防署へ提出すること。 

③ 防火対象物定期点検報告制度に基づく点検を行い、その結果を所轄消防署に報告すること。 

④ 緊急時の対応マニュアルを作成し、担当職員に周知するとともに利用者の避難誘導を年１回以上実
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施すること。 

⑤ 市内で大規模な災害等が発生した場合は、施設の使用を中止させ、利用者の安全を確かめた上、市

へ施設の被害状況を報告すること。 

⑥ 施設に設置しているＡＥＤが誰でも使用できるよう、すべての従事者に講習会を受講させること。 

⑦ 施設内において施設の破損や事故、利用者にケガ等があった場合は人命救助を第一とした必要な応

急処置を講じるとともに、市へ連絡すること。後日、文書で顛末を報告すること。 

⑧ 竜洋昆虫自然観察公園は県の「簡易型電子式線量計」設置個所となっている。機器の設置、保守、

測定等の際に必要な協力を行うこと。 

(3) その他 

・地元雇用に配慮すること。 

   ・現在、当該施設に勤務し、今後も継続して勤務を希望するものについては、竜洋昆虫自然観察公園の

安定的・継続的な運営を図るため、引き続き雇用を継続すること。 

７ その他

(1) 市主催事業への協力等 

  指定管理者は、下記に挙げる市の主催事業等に協力するものとする。 

① 市が主催する事業は優先して実施できるよう協力すること。 

② 行政視察者や見学等への対応に協力すること。 

③ 市の発刊物やチラシの配置、ポスターの掲示等に協力すること。 

(2) 光熱水費の取扱い 

現在、竜洋昆虫自然観察公園はスマートエナジー磐田㈱から電力を調達しています。指定管理者は市が指定

した場合は、特定規模電気事業者からの電力を調達するものとする。 

 (3) 環境への取り組み 

指定管理者は、環境管理推進員を配置するとともに、廃棄物排出量記録表など市が依頼する書類を提出する

など、市が取り組む磐田市環境マネジメントシステムに協力するものとする。 

 (4) 監査への協力 

指定管理者は、磐田市監査委員により経理などの状況についての監査の請求があった場合、これを受けるも

のとする。また、監査により業務改善の指摘があった場合は、速やかにそれに対する是正措置を行うこと。 

 (5) 原状回復 

指定管理者は、当該業務の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務 

の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、市に対 

して管理物件を空け渡さなければならない。ただし、市が認めた場合には、指定管理者は管理物件の原状回復 

は行わずに、別途市が定める状態で市に対して管理物件を空け明け渡すことができる。 

この場合において、指定管理者は、市に対し管理物件に投じた必要費、有益費その他の費用の償還を請求し 

ないものする 

(6) 既定の事業  

指定管理開始前に申し込まれた施設予約等については既に決定しているため、引継ぎを行い支障なく業務を

実施するものとする。 

(7) 地域活性化への取り組み 

  指定管理者は当施設が磐田市の情報発信拠点であることを自覚し、地域活性化につながる活動を行うこと。

また、地場産品の販売や市特産品のPRを積極的に行うこと。 

  (8) 整備計画等の予定 
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   竜洋海洋公園では今後第３期整備計画や民間の活力を利用した施設の再整備などを検討しているため、事

業の進捗状況によっては指定期間が変更となる可能性がある。その場合は、指定管理運営業務の範囲または

実施条件の変更に関する協議の中で、委託料の変更について決定することとする。 

(9) その他（仕様書等に記載のない事項の取扱い等） 

① 本使用書に規定するもののほか、指定管理者の業務内容及び処理について疑義が生じた場合は、市と誠

意をもって協議し決定する。 

② 本仕様書に定めがないものについては、市と別途協議するものとする。 


